
様式１  

 

        自 主 回 収 認 定 申 請 書                            
 

  
 平 成  年  月  日  
 
  財 務 大 臣       
  経 済 産 業 大 臣  
  環 境 大 臣       殿  

 
 申  
 
 請  
 
 者  

 （ 住 所 ） 〒   （ 電 話 ）  
      局  
      番  

 

 （ 氏 名 又 は 名 称 及 び 代 表 者 氏 名 ）  
                            印  

  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第 18条第１項の規定により  
 自 主 回 収 の 認 定 を 受 け た い の で 、 関 係 書 類 及 び 図 面 を 添 え て 申 請 し ま す 。  

 
 特 定 容 器  
 
 包 装 の     
 
 種 類     

 容 器 包 装   

   色    素  材   

 容     量    重  量   

 用     途    形  状   

   事 業 年 度            平 成   年 度    平 成   年 度    平 成   年 度  

 特 定 容 器 包 装 の 利 用 量  
              ①  
 又 は 販 売 量          （㎏）  

   

 
 
 
 特 定    
 
 容 器    
 
 包 装    
 
 の 回    
 
 収 量    

 容   包  
 器   装  
  と  
  し  
  て  
  回  
  収  

 自   ら  
         ②  
 回 収 （ ㎏ ）  

   

 委 託 し て  
      ③  
 回 収 （ ㎏ ）  

   

そ
の
他 

カ
レ
ッ
ト
で
回
収 

フ
レ
ー
ク 

 自     ら  
     ④  
 回 収 （ ㎏ ）  

   

 委 託 し て  
     ⑤  
 回 収 （ ㎏ ）  

   

 
 回 収 率  

  ② ＋ ③ ＋ ④ ＋ ⑤  
 
     ①  （ ％ ）  

   

 
 
 
 
 回 収 の  
 
 
 方 法    

 回 収 方 法 に よ る 区 分       具 体 的 な 回 収 の 方 法                     

 
  自 ら 回 収        

 

 委  
 託  
 し  
 て  
 回  
 収  

 卸 業 者 等 に よ り  
 
 回 収  

 

 回 収 業 者 に よ り  
 
 回 収  

 

 ※  事 務 処 理 欄          
   （ 記 入 し な い こ と ）  

 

 
                             （ 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 ）  



            自 主 回 収 認 定 申 請 書 の 記 載 要 領  

 

１ ． 複 数 の 製 造 場 等 を 有 す る 場 合 は 、 販 売 量 、 回 収 量 と も す べ て の 製 造 場 等 の 量 を 合 算 し て  

記 載 す る こ と 。  

２ ． 申 請 す る 特 定 容 器 包 装 に つ い て は 、 色 、 素 材 、 重 量 、 容 量 、 用 途 、 形 状 が 異 な る も の ご  

と に 申 請 す る こ と を 基 本 と す る 。  

３ ． 特 定 容 器 の 種 類 の 形 状 の 欄 は 、 例 え ば 、 「 形 状 を 明 示 す る 図 面 を 参 照 」 と 記 載 し て 差 し  

支 え な い 。  

４ ． 特 定 容 器 の 利 用 量 又 は 販 売 量 、 回 収 量 及 び 回 収 率 に つ い て は 、 申 請 し よ う と す る 直 近 の  

事 業 年 度 か ら ３ 年 間 の 数 値 を 記 載 す る こ と 。  

 な お 、回 収 場 所 、回 収 業 者 、回 収 量 等 に 関 す る 一 覧 表 等 に つ い て は 、直 近 の 事 業 年 度 に 係

る も の の み を 添 付 す る こ と と し 、 直 近 の 事 業 年 度 の 前 年 及 び 前 々 年 分 に つ い て は 添 付 を  

要 し な い 。  

５ ． 「 回 収 業 者 」 と は 、 特 定 容 器 等 の 回 収 を 行 っ て い る 業 者 の こ と を い う 。  

 


